
（
福
島
県
報
第
三
百
五
十
二
号
付
録
）

第
三
百
四
十
三
号
か
ら

定

例

令

和

四

年

第
三
百
四
十
九
号
ま
で

目

録

十

二

月

中

第
六
十
九
号
か
ら

号

外

第
八
十
号
ま
で

条

例

日

号
外

ペ
ー
ジ

五
二

福
島
県
税
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

二
三

一

75

五
三

職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

二
三

二

75

五
四

県
議
会
の
議
員
の
議
員
報
酬
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

二
三

三
四

75

五
五

職
員
の
懲
戒
の
手
続
及
び
効
果
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

二
三

三
五

75

五
六

特
別
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

二
三

三
五

75

五
七

職
員
の
定
年
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

二
三

三
五

75

五
八

外
国
の
地
方
公
共
団
体
の
機
関
等
に
派
遣
さ
れ
る
職
員
の
処
遇
等
に
関
す

る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

二
三

四
一

75

五
九

職
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

二
三

四
一

75

六
〇

職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

二
三

四
二

75

六
一

公
益
的
法
人
等
へ
の
職
員
の
派
遣
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る

条
例

二
三

四
二

75

六
二

一
般
職
の
任
期
付
研
究
員
の
採
用
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る

条
例

二
三

四
二

75

六
三

職
員
の
特
殊
勤
務
手
当
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

二
三

四
三

75

六
四

一
般
職
の
任
期
付
職
員
の
採
用
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条

例

二
三

四
三

75

六
五

福
島
県
人
事
行
政
の
運
営
等
の
状
況
の
公
表
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改

正
す
る
条
例

二
三

四
三

75

六
六

職
員
の
修
学
部
分
休
業
及
び
高
齢
者
部
分
休
業
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を

改
正
す
る
条
例

二
三

四
四

75

六
七

職
員
の
降
給
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

二
三

四
四

75

六
八

福
島
県
職
員
の
退
職
手
当
に
関
す
る
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

二
三

四
四

75

六
九

福
島
県
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
施
行
条
例

二
三

二

76

七
〇

福
島
県
鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理
並
び
に
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
施

行
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

二
三

四

76

七
一

福
島
県
総
合
社
会
福
祉
施
設
太
陽
の
国
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

二
三

四

76

七
二

福
島
県
医
師
法
に
係
る
事
務
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正

す
る
条
例

二
三

五

76

七
三

福
島
県
歯
科
医
師
法
に
係
る
事
務
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を

改
正
す
る
条
例

二
三

五

76

七
四

福
島
県
歯
科
衛
生
士
法
に
係
る
事
務
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
の
一
部

を
改
正
す
る
条
例

二
三

五

76

七
五

福
島
県
保
健
師
助
産
師
看
護
師
法
施
行
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

二
三

五

76

七
六

福
島
県
歯
科
技
工
士
法
に
係
る
事
務
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
の
一
部

を
改
正
す
る
条
例

二
三

五

76

七
七

福
島
県
総
合
衛
生
学
院
条
例
等
を
廃
止
す
る
条
例

二
三

五

76

七
八

福
島
県
薬
剤
師
法
に
係
る
事
務
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改

───────────────────────────────────────────────────────────
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正
す
る
条
例

二
三

六

76

七
九

福
島
県
農
地
法
に
係
る
事
務
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正

す
る
条
例

二
三

六

76

八
〇

福
島
県
租
税
特
別
措
置
法
第
七
十
条
の
四
の
規
定
に
係
る
事
務
処
理
の
特

例
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

二
三

六

76

八
一

福
島
県
建
設
業
法
関
係
手
数
料
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

二
三

六

76

八
二

福
島
県
公
営
企
業
の
業
務
に
従
事
す
る
職
員
の
給
与
の
種
類
及
び
基
準
を

定
め
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

二
三

六

76

八
三

福
島
県
立
病
院
事
業
の
業
務
に
従
事
す
る
職
員
の
給
与
の
種
類
及
び
基
準

を
定
め
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

二
三

七

76

八
四

福
島
県
議
会
の
保
有
す
る
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
条
例

二
三

七

76

八
五

福
島
県
教
育
関
係
職
員
定
数
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

二
三

一
七

76

八
六

福
島
県
市
町
村
立
学
校
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す

る
条
例

二
三

一
七

76

八
七

福
島
県
義
務
教
育
諸
学
校
等
の
教
育
職
員
の
給
与
等
の
特
別
措
置
に
関
す

る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

二
三

二
三

76

八
八

福
島
県
市
町
村
立
学
校
職
員
の
懲
戒
の
手
続
及
び
効
果
に
関
す
る
条
例
の

一
部
を
改
正
す
る
条
例

二
三

二
四

76

八
九

福
島
県
市
町
村
立
学
校
職
員
の
定
年
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す

る
条
例

二
三

二
四

76

九
〇

外
国
の
地
方
公
共
団
体
の
機
関
等
に
派
遣
さ
れ
る
市
町
村
立
学
校
職
員
の

処
遇
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

二
三

二
九

76

九
一

福
島
県
市
町
村
立
学
校
職
員
の
降
給
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る

条
例

二
三

二
九

76

九
二

福
島
県
市
町
村
立
学
校
職
員
の
任
期
付
職
員
の
採
用
等
に
関
す
る
条
例
の

一
部
を
改
正
す
る
条
例

二
三

二
九

76

規

則

五
二

技
能
労
務
職
員
の
給
与
及
び
勤
務
時
間
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正

す
る
規
則

二
三

一

77

五
三

福
島
県
職
員
の
退
職
手
当
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す

る
規
則

二
三

八

77

五
四

福
島
県
財
務
規
則
の
特
例
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

二
三

一

78

五
五

福
島
県
税
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

二
三

一

78

五
六

福
島
県
保
健
師
助
産
師
看
護
師
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

二
三

二

78

五
七

福
島
県
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等

に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

二
三

四

78

訓

令

二
〇

宿
日
直
手
当
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

二
三

一
四

77

二
一

福
島
県
選
挙
管
理
委
員
会
、
福
島
県
代
表
監
査
委
員
、
福
島
県
人
事
委
員

会
及
び
福
島
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
の
権
限
に
属
す
る
事
務
の
補
助
執
行

に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

二
七

一

80

告

示

七
五
八

保
安
林
等
の
皆
伐
面
積
の
残
存
許
容
限
度
を
公
表
す
る
件

一

一

69

七
五
九

生
活
保
護
法
に
よ
る
医
療
扶
助
等
の
た
め
の
医
療
機
関
を
指
定
し
た
件

二

五
三
三

七
六
〇

生
活
保
護
法
に
よ
る
指
定
医
療
機
関
の
名
称
を
変
更
し
た
旨
届
出
が
あ
っ

た
件

二

五
三
三

七
六
一

生
活
保
護
法
に
よ
る
指
定
医
療
機
関
の
事
業
を
廃
止
し
た
旨
届
出
が
あ
っ

た
件

二

五
三
四

七
六
二

生
活
保
護
法
に
よ
り
指
定
を
受
け
た
施
術
者
の
住
所
を
変
更
し
た
旨
届
出

が
あ
っ
た
件

二

五
三
四

七
六
三

生
活
保
護
法
に
よ
る
指
定
介
護
機
関
の
事
業
所
の
所
在
地
を
変
更
し
た
旨

届
出
が
あ
っ
た
件

二

五
三
四

七
六
四

生
活
保
護
法
に
よ
る
指
定
介
護
機
関
の
事
業
を
廃
止
し
た
旨
届
出
が
あ
っ

た
件

二

五
三
四

七
六
五

大
規
模
小
売
店
舗
の
変
更
の
届
出
に
つ
い
て
意
見
が
あ
っ
た
件

二

五
三
五
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七
六
六

同

二

五
三
五

七
六
七

同

二

五
三
五

七
六
八

保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る
予
定
で
あ
る
件

二

五
三
五

七
六
九

道
路
の
区
域
を
変
更
す
る
件

二

五
三
六

七
七
〇

同

二

五
三
六

七
七
一

道
路
の
供
用
を
開
始
す
る
件

二

五
三
六

七
七
二

同

二

五
三
七

七
七
三

電
線
共
同
溝
を
整
備
す
べ
き
道
路
と
し
て
指
定
し
た
件

二

五
三
七

七
七
四

急
傾
斜
地
崩
壊
危
険
区
域
と
し
て
指
定
す
る
件

二

五
三
七

七
七
五

土
砂
災
害
警
戒
区
域
及
び
土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
域
を
指
定
す
る
件

二

五
三
七

七
七
六

公
金
の
収
納
の
事
務
を
委
託
し
た
件

六

五
三
九

七
七
七

大
規
模
小
売
店
舗
の
新
設
の
届
出
に
つ
い
て
意
見
が
あ
っ
た
件

六

五
三
九

七
七
八

大
規
模
小
売
店
舗
の
変
更
の
届
出
に
つ
い
て
意
見
が
あ
っ
た
件

六

五
三
九

七
七
九

同

六

五
三
九

七
八
〇

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
に
よ
り
県
が
意
見
を
述
べ
た
件

六

五
四
〇

七
八
一

県
営
土
地
改
良
事
業
計
画
を
定
め
た
件

六

五
四
〇

七
八
二

同

六

五
四
〇

七
八
三

保
安
林
の
指
定
を
解
除
す
る
予
定
で
あ
る
旨
通
知
が
あ
っ
た
件

六

五
四
〇

七
八
四

患
畜
又
は
疑
似
患
畜
の
発
見
に
つ
い
て
届
出
が
あ
っ
た
件

七

一

71

七
八
五

家
畜
等
の
移
動
等
を
禁
止
す
る
件

七

一

71

七
八
六

大
規
模
小
売
店
舗
の
変
更
の
届
出
に
つ
い
て
意
見
が
あ
っ
た
件

九

五
四
三

七
八
七

家
畜
の
所
有
者
に
対
し
消
毒
方
法
を
実
施
す
る
こ
と
を
命
ず
る
件

九

五
四
三

七
八
八

道
路
の
区
域
を
変
更
す
る
件

九

五
四
三

七
八
九

同

九

五
四
四

七
九
〇

道
路
の
供
用
を
開
始
す
る
件

九

五
四
四

七
九
一

同

九

五
四
四

七
九
二

遊
漁
規
則
に
つ
い
て
認
可
し
た
件

一
三

五
四
七

七
九
三

廃
川
敷
地
等
が
生
じ
た
件

一
三

五
五
〇

七
九
四

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
に
よ
り
県
が
意
見
を
述
べ
た
件

一
六

五
五
四

七
九
五

土
地
改
良
区
の
定
款
の
変
更
を
認
可
し
た
件

一
六

五
五
四

七
九
六

土
地
改
良
法
に
よ
り
換
地
を
定
め
な
い
土
地
と
し
て
指
定
し
た
件

一
六

五
五
四

七
九
七

保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る
予
定
で
あ
る
旨
通
知
が
あ
っ
た
件

一
六

五
五
八

七
九
八

保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る
予
定
で
あ
る
旨
の
通
知
を
す
る
森

林
所
有
者
等
の
所
在
が
不
分
明
で
あ
る
た
め
当
該
通
知
の
内
容
を
掲
示
し

た
件

一
六

五
六
一

七
九
九

家
畜
等
の
移
動
等
を
禁
止
す
る
件
の
一
部
を
解
除
す
る
件

一
五

一

72

八
〇
〇

土
壌
汚
染
対
策
法
に
よ
り
形
質
変
更
時
要
届
出
区
域
を
指
定
す
る
件

二
〇

五
六
三

八
〇
一

県
営
土
地
改
良
事
業
計
画
を
変
更
し
た
件

二
〇

五
六
三

八
〇
二

土
地
改
良
法
に
よ
り
換
地
計
画
を
定
め
た
件

二
〇

五
六
三

八
〇
三

同

二
〇

五
六
四

八
〇
四

保
安
林
の
指
定
を
す
る
予
定
で
あ
る
件

二
〇

五
六
四

八
〇
五

保
安
林
の
指
定
を
解
除
す
る
予
定
で
あ
る
旨
通
知
が
あ
っ
た
件

二
〇

五
六
四

八
〇
六

都
市
計
画
事
業
の
事
業
計
画
の
変
更
を
認
可
し
た
件

二
〇

五
六
四

八
〇
七

家
畜
等
の
移
動
等
を
禁
止
す
る
件
を
廃
止
す
る
件

二
二

一

74

八
〇
八

家
畜
等
の
移
動
等
を
禁
止
す
る
件
の
一
部
を
解
除
す
る
件

二
二

一

74

八
〇
九

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
変
更
の
届
出
が

あ
っ
た
件

二
三

五
七
〇

八
一
〇

同

二
三

五
七
〇

八
一
一

同

二
三

五
七
一

八
一
二

特
定
水
産
資
源
に
つ
い
て
知
事
管
理
漁
獲
可
能
量
を
定
め
た
件

二
三

五
七
一

八
一
三

県
営
土
地
改
良
事
業
計
画
を
定
め
た
件

二
三

五
七
一

八
一
四

農
地
法
第
四
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
裁
定
の
申
請
が
あ
っ
た
件

二
三

五
七
一

八
一
五

保
安
林
の
指
定
を
す
る
件

二
三

五
七
二
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八
一
六

同

二
三

五
七
二

八
一
七

同

二
三

五
七
三

八
一
八

道
路
の
区
域
を
変
更
す
る
件

二
三

五
七
三

八
一
九

同

二
三

五
七
三

八
二
〇

道
路
の
供
用
を
開
始
す
る
件

二
三

五
七
四

八
二
一

同

二
三

五
七
四

八
二
二

同

二
三

五
七
四

八
二
三

同

二
三

五
七
四

八
二
四

同

二
三

五
七
五

八
二
五

同

二
三

五
七
五

公

告

二
七
四

土
地
改
良
区
の
役
員
が
退
任
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
件

二

五
三
八

二
七
五

都
市
計
画
事
業
の
認
可
の
告
示
が
あ
っ
た
件

二

五
三
八

二
七
六

同

二

五
三
八

二
七
七

土
地
改
良
区
の
役
員
が
就
退
任
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
件

六

五
四
一

二
七
八

同

六

五
四
一

二
七
九

同

六

五
四
二

二
八
〇

肥
料
の
登
録
の
有
効
期
間
を
更
新
し
た
件

九

五
四
四

二
八
一

県
営
土
地
改
良
事
業
の
工
事
が
完
了
し
た
件

九

五
四
五

二
八
二

同

九

五
四
五

二
八
三

随
意
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
件

一
三

五
五
一

二
八
四

同

一
三

五
五
一

二
八
五

同

一
三

五
五
一

二
八
六

土
地
改
良
区
の
役
員
が
就
任
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
件

一
六

五
六
一

二
八
七

随
意
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
件

一
六

五
六
二

二
八
八

同

一
六

五
六
二

二
八
九

同

二
〇

五
六
五

二
九
〇

同

二
〇

五
六
五

二
九
一

財
政
状
況
を
公
表
す
る
件

二
〇

一

73

二
九
二

職
員
表
彰
を
実
施
し
た
件

二
三

五
七
五

二
九
三

土
地
改
良
区
の
役
員
が
就
退
任
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
件

二
三

五
七
五

二
九
四

同

二
三

五
七
六

二
九
五

土
地
区
画
整
理
組
合
の
理
事
の
就
任
に
つ
い
て
届
出
が
あ
っ
た
件

二
三

五
七
六

福
島
県
企
業
局

規

程

五

福
島
県
企
業
職
員
の
給
与
、
勤
務
時
間
そ
の
他
の
勤
務
条
件
等
に
関
す
る

規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

二
三

四

78

福
島
県
病
院
局

規

程

九

福
島
県
病
院
事
業
職
員
の
給
与
、
勤
務
時
間
そ
の
他
の
勤
務
条
件
等
に
関

す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

二
三

一
二

78

福
島
県
教
育
委
員
会

規

則

七

技
能
労
務
職
員
の
給
与
及
び
勤
務
時
間
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正

す
る
規
則

二
三

二
九

78

八

福
島
県
立
学
校
の
管
理
運
営
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

二
七

二

80

訓

令
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二

福
島
県
教
育
委
員
会
の
所
管
に
属
す
る
職
員
の
宿
日
直
手
当
に
関
す
る
規

程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

二
三

三
六

78

三

福
島
県
教
育
庁
本
庁
事
務
決
裁
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

二
七

二

80

四

福
島
県
教
育
庁
教
育
事
務
所
等
事
務
決
裁
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

二
七

二

80

福
島
県
教
育
委
員
会
教
育
長

公

告

九

落
札
者
を
決
定
し
た
件

二
〇

五
六
七

福
島
県
公
安
委
員
会

規

則

五

福
島
県
公
安
委
員
会
等
に
係
る
情
報
通
信
技
術
を
活
用
し
た
行
政
の
推
進

等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

一
三

五
五
三

六

福
島
県
道
路
交
通
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

二
三

三
六

78

告

示

七
九

遺
失
物
施
行
令
に
よ
る
特
例
施
設
占
有
者
の
公
示
事
項
を
変
更
す
る
件

一
三

五
五
三

八
〇

道
路
交
通
法
に
よ
り
運
転
免
許
取
得
者
等
教
育
の
認
定
を
し
た
件

二
〇

五
六
八

八
一

道
路
交
通
法
に
よ
り
運
転
免
許
取
得
者
等
検
査
の
認
定
を
し
た
件

二
〇

五
六
八

福
島
県
選
挙
管
理
委
員
会

告

示

八
九

選
挙
権
を
有
す
る
者
の
総
数
の
五
十
分
の
一
及
び
三
分
の
一
の
数
並
び
に

福
島
県
議
会
議
員
選
挙
区
別
の
選
挙
権
を
有
す
る
者
の
総
数
の
三
分
の
一

の
数
を
告
示
す
る
件

九

五
四
五

九
〇

政
治
団
体
設
立
の
届
出
が
あ
っ
た
件

二
三

一

79

九
一

政
治
団
体
の
届
出
事
項
の
異
動
の
届
出
が
あ
っ
た
件

二
三

一

79

九
二

政
治
団
体
の
解
散
の
届
出
が
あ
っ
た
件

二
三

二

79

九
三

資
金
管
理
団
体
の
届
出
が
あ
っ
た
件

二
三

三

79

九
四

政
治
団
体
の
収
支
報
告
書
の
要
旨
を
告
示
す
る
件

二
三

三

79

九
五

同

二
三

八

79

九
六

不
在
者
投
票
の
で
き
る
施
設
の
名
称
を
変
更
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
件

二
三

一
二

79

福
島
県
監
査
委
員

公

表

二
三

監
査
公
表

六

一

70

二
四

同

六

一

70

福
島
県
人
事
委
員
会

規

則

二
〇

職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

二
三

一
四

77

二
一

人
事
行
政
相
談
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

二
三

一
五

77

二
二

職
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

二
三

一
六

77

二
三

職
員
の
退
職
管
理
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

二
三

一
六

77

二
四

職
員
の
給
与
の
支
給
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

二
三

一
六

77

二
五

市
町
村
立
学
校
職
員
の
給
与
の
支
給
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る

規
則

二
三

二
三

77

二
六

初
任
給
、
昇
格
及
び
昇
給
等
の
基
準
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る

規
則

二
三

二
六

77

二
七

市
町
村
立
学
校
職
員
の
初
任
給
、
昇
格
及
び
昇
給
等
の
基
準
に
関
す
る
規

則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

二
三

二
八

77

二
八

福
島
県
義
務
教
育
諸
学
校
等
の
教
育
職
員
の
給
与
等
の
特
別
措
置
に
関
す

る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

二
三

二
九

77
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二
九

職
員
の
定
年
等
に
関
す
る
規
則

二
三

二
九

77

三
〇

福
島
県
市
町
村
立
学
校
職
員
の
定
年
等
に
関
す
る
規
則

二
三

三
三

77

三
一

職
員
の
特
殊
勤
務
手
当
の
支
給
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

二
三

三
六

77

三
二

一
般
職
の
任
期
付
職
員
の
採
用
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規

則

二
三

三
六

77

三
三

職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
附
則
第
十
七
項
等
の
規
定
に
よ
る
給
料
に
関

す
る
規
則

二
三

三
七

77

三
四

福
島
県
市
町
村
立
学
校
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
条
例
附
則
第
十
二
項
等

の
規
定
に
よ
る
給
料
に
関
す
る
規
則

二
三

四
二

77

福
島
海
区
漁
業
調
整
委
員
会

指

示

五

漁
業
法
に
よ
り
指
示
す
る
件

二
〇

五
六
九
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